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ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市手数料条例の一部 を改 ｉＥ する 条例

ひた ちな か市 手数 料条 例（ 平成 １２ 年条 例第 ６号 ）の 一部 を次 のよ うに 改‾をす る。

第５ 条第 ２号 中［ ，第 ７５ 項か ら第 ７９ 項ま で‾ｋび第８ １項 から 第８ ６項 まで］

を「八び第７ ５項から 第８ ７項 まで」に改め る。

ＳＩ」表 第２ 第７ ５項 中［ 開兼行為 に関する まり１１ 書］ を［開発行為又は建築 にｌｌｊ する

証ｌｊ１１書 等］ に， 「開 を行為証明手数料」を 「開 発行為等証明 手数 料」 に改 め， 回表第

７６ 項手 数料 を徴 鼈す る事 務の 欄中 「第 ３項 」を ［第 ５項 ］に 改め ，回 項手 数料の

額の 欄を 次の よう に改 める。

（１ ）長 期優 良性 戔の 普八 の促 進に 関す る法 律第 ６条 第２ 項の 規定 に基 づき葹

該長 期優 良住 宅朧築等 計画 が建 築基 準法 第６ 条第 １項 に規 定す る建 築基

準関 Ｗ規 定に 適合 する かの 審を （八 下「 嵬をを準 関イ奈規 定４合審 を」 とい

，　 う。 ）を受け るよ う申 しｍ ない場合 にあ って は， 次の ア又 はイ に掲げる迅

分に 応じ ，售 該ア 又は イに 定め る額

ア　 長期 イを 良イ型宅 の岑Ｗの促ま に関 する 缶律施行琅只・」 （平 成２ １年 国土な

瓏省 令第 ３そ 。八 下こ の項 にお いて ［省 令］ とい う。 ）第 １条 各項 の国

上交 自大 臣が 定め る措 置に 係る 性毟を新 築し よう とす る場合の 基準を

適用 する 住宅であ ると き　 （ア ）又 は（ イ） に規定す る額

（ア ）　 一Ｆせて の住宅の場合にあ って は， １件の申 請につき　 ４５ ，０ ００

［１１

（イ ）　 一八せて の性 宅ぶ，外 の住 宅の 場合 にあ って は， １件 の申 請（回

一の住宅 に関 し回 時に ２八上の 申請が行われ る場合に あっ ては，

ち該 ２ り`，上の 申請 ）に つき ，售 該住 宅の 総Ｆ 数が

５戸 以下 のと き　 １０ ８， ００ ０［气

６戸 以上 １０戸以下の とき　 １７ ３， ００ ０ＦＩ１

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと き　 ３４ ２， ００ ０Ｐヨ

３１ 戸以上５０戸 以下 のと き　 ６１ ２， ０００円

５１ 戸以 上１ ００戸以下の とき　 １， ０５ ３， ０００円

１０ １戸 以上２００戸 以下 のと き　 １， ９４ ９， ０００円

２０ １戸 以上３００戸 以下 のと き　 ２， ７８ ４， ００ ０ＦＩ

２



３０ １戸 以上のと き　 ３， ４１ １， ００ ０Ｆｊ

イ　 省令第１ 条各項の国上交ｌｉ大 目ｉ が定 める 措置に係 る住宅を増築 し，又

は改築し よう とす る場合の基準 を適 ＪＩ］す る住ｔで ある とき　 （ア ）又は

（イ ）に 規定する額

（ア ）　 一万建て の住宅の場合にあ って は， １件 の申 請につき　 ６８ ，０ ００

ＦＩ

（イ ）　 一Ｆ ＭＩ ての住七な外の住毟の場合 にあ って は， １件の申 請（回

一の住ｔ に関 し回 時に ２な 上の 申請が行われ る場合に あっ ては，

售該 ２ 畆`上 の申 請） につ き， 肖該 住宅 の総 ‾い数が

５戸 以下 のと き　 １６ ２， ００ ０Ｆｊ

６戸 以上 １０ 戸以 下の とき　 ２５ ９， ００ ０Ｐ１

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと き　 ５１ ３， ０００［Ｉ］

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと き　 ９１ ９， ０［ｙｏ　Ｐ１

５１ 戸以 上１ ００戸以下の とき　 １， ５８ ０， ０００Ｆ］

１０ １戸 以上 ２０ ０戸 以下 のと き　 ２， ９２ ３， ００ ０Ｐヨ

２０ １戸 以上３００戸 以下 のと き　 ４， １７ ７， ００ ０Ｐ１

３０ １戸 以上 のと き　 ５， １１ ７， ００ ０ＰＩ

（２ ）　 住宅 の品 質確 保の 促進 等に 関す る法 律（ 平成 １１ 年法 律第 ８１ 号） 第６

条の ２第 ３項 又は 第４ 項の 規定 によ りそ の住 まの 構造 ‾反び鼈備が 長期使

ｍ構造等 であ る回 が記載さ れた確認書若 しく は住ｔ性能評価書又は これ

らの ぢし のｌｌ　ａｌ　があ る場合で あっ て， ｉＲ 築ぷ 準関 イ京 規定適合審を を受 ける

よう 申し 出な いと きに あっ ては ，次 のア 又は イに 掲げ るＫ 分に 応じ ，ぎｉ該

ア又 はイ に定 める額

ア　 省令 第１ 条各 項の 国上交亟大目ｉが 定め る措置に 係る 住宅 を新築しよ

うと する 場合 の基準を 適万万１ する 住宅 であ ると き　 （ア ）又 は（ イ） に規

定す る額

（ア ）　 一‾枦建 ての 住宅 の場合に あっ ては ，１ イ牛 の申 請に つき　 ６， ０００

Ｆ］

（イ ）　 一戸 ＵＩ ての 住ｔＥな 外の 住宅 の場合に あっ ては ，１ 件の 申請 （回

一の住宅 に関 し同 時に ２以上の 申請が行われ る場合に あっ ては，

范該 ２Ｕ 上の 串請 ）に つき ，肖 該住 宅の 総‾矜数が

５戸 以下 のと き　 １２ ，０ ００ ＦＩ１

６戸 以上 １０戸以下の とき　 ２２ ，０００ Ｐ１

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと き　 ３１ ，０ ００ Ｆｊ

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと き　 ５８ ，０ ００ Ｆ］
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５１ 戸以 上１ ００戸以 下の とき　 １０ ０， ００ ０Ｆ９

１０ １戸 以上 ２００戸 以下 のと き　 １６ ６， ００ ０ＦＩ１

２０ １戸 以上 ３０ ０戸 以下 のと き　 ２０ ４， ００ ０Ｆｊ

３０ １戸 以上のと き　 ２１ ７， ０００ＦＪ

イ　 省令 第１ 条各 項の 国土 交通 大臣 が定 める 措置 に係 る住 宅を 増築 し，又

は改築し よう とす る場合の 基準 を適 万ｊ する 住宅 であ ると き　 （ア ）又は

（イ ）に 規定する額

（ア ）　 一戸建て の住宅の場合 にあ って は， １件の申 請につき　 ９， ０００

Ｆ９

（イ ）　 一万建て の住 宅八外の 住宅 の場合に あっ ては ，１ 件の 申請 （同

一の住宅に関 し回 時に ２ り`，上の 申請が行われ る場合に あっ ては，

售該 ２な 上の 申請 ）に つき ，肖 該住 宅の 総Ｆ 数が

５戸 以下 のと き　 １８ ，０ ００ Ｆｊ

６戸 以上 １０戸以 下の とき　 ３２ ，０００円

１１ 戸以 上３０戸 以下のと き　 ４７ ，０００ ＦＩ１

３１ 戸以 上５０戸 以下のと き　 ８８ ，０００ Ｐ１

５１ 戸以上１ ００戸以下の とき　 １５ １， ０００Ｆｌｊ

１０ １戸 以上 ２０ ０戸 以下 のと き　 ２４ ９， ０００円

２０ １戸 以上３００戸以下のと き　 ３０ ６， ０００Ｆｊ

３０ １戸 以上 のと き　 ３２ ６， ００ ０円

（３ ）　 ４築 ＪＩ 準関Ｗ規定適合審をを・け るよ う申 しは１る 場合 にあ って は， （１）

又は （２ ）に 規定する 額に ，次 のア 又は イに 掲げ る区 分に応じ ，肖 該ア又

はイ に定 める 額を 合算 した 額を 加算 した額

ア　 朧築 ＪＩ 準伍第６ 条の ３第 １項 又は 第１ ８条 第４ 項に 規定する 構造 計。

算適合性判定 （畆`下 「構 造計算適合性判定」と いう 。） をｔする ４築物

に該 肖し ない４合 にあ って は， 嵬築物の床Ｓ積の合計 に応 じて 第１ 項に

規定する 額に第２ 項に規定する 額を加算 した額

イ　 構造計算適合性判 定を Ｓす る建 築物 に該 售す る場合（嵬築 ＪＩ 準羝第６

条の ３第 ７項の適合判定逐祕書の提出が ある 場合を除 く。 ）に あっ ては，

アの規定 によ り算 ｔし た額 に， 次の （ア ）又 は（ イ） に掲 げる 区分 に応

じ， 肖該 俺築 物の 構造計算 適合 性判 ｔを ・す る部 分に つき ，肖 該（ ア）

又は （イ ）に 規定 する 額を 加算 した額

（ア ）　 ４築 Ｊぷ 準缶第２ ０条 第２ そイ 又は 第３ そイ の構造計算が 回条第

２号イ又 は第 ３号イに規定する 国土交ａ大ぼ のお定を 受け たプ

ログ ラム によ り適 ‾をに行 われ た場合に あっ ては ，床 ｉｉ 積が

４



１， ００ ０㎡ 以内 のと き　 」１ ０， ００ ０ＦＩ‾χ

Ｉ， ００ ０ｎｉを 超え ２， ００ ０ｎｌ以 Ｆ大１の とき　 １３ ７， ００ ０Ｆｌｊ

２， ０００㎡ を超 え１ ０， ０００χｍ、内の とき　 １５ ０， ０００ＦＩ］

１０ ，０ ００ ｎｌ を超 え５ ０， ０００ｎｌ以 内の とき　 １９ ０， ００ ０Ｆｊ

５０ ，０ ００ ㎡を 超え ると き　 ３２ ２， ００ ０Ｆｊ

（イ ）建築ＪＩ準 法第 ２０ 条第 ２号イの構造加算 が回 そイ に規定す る鴇

土交 ｉｉ 大臣 が定 めた 方法 によ り適 ｉＥ に行 われ た場合に あっ ては，

床ｉｊ積が

１， ００ ０ｎｆ以 内の とき　 １５ ９， ００ ０Ｆ１

１， ００ ０㎡ を超 え２ ，０ ００ ㎡以 内の とき　 ２１ ２， ００ ０Ｐｊ

２， ００ ０㎡ を超 え１ ０， ００ ０㎡ 以内 のと き　 ２４ ３， ００ ０Ｐミｌ

ｌ０ ，０ ００ １１ｆを 超え ５０ ，０ ００ ｎｆ 以内 のと き　 ３２ １， ００ ０Ｆ］

５０ ，０ ００　ｎｌ を超 える とき　 ５９ ０， ００ ０　Ｆ９

別表 第２ 第７ ７項 手数 料の 額の 欄を 次の よう に改 める。

（１ ）　 嵬築・準 関｛呆規 完．ｌ龜合審をを 受け るよ う申 しｍ ない場合 にあ って は，前

項の （１ ）に 規定 する 額に ２分 の１ を乗 じて 得た額

（２ ）住 宅の 品質 確保 の促 進等 に関 する 也律 第６ 条の ２第 ３Ｊミｒ｛又 は第 ４項 の規

定に より その 住宅 の構 造八 び設 備が 長期 使用 構造 等で ある 冶が 記載 され

た確 認書 若し くは 住宅 性能 評価 書又 はこ れら のぶ しの 提出 かお る場 合に

あっ ては ，前 項の （２ ）に 規定 する 額に ２分 の１ を乗 じて 得た額

（３ ）　 せ築 基準 関係 規定 適合 審を を受 ける よう 申し ｍる 場合 にあ って は， （１）

又は （２ ）に 規定 する 額に ，前 項の （３ ）の ア又 はイ に掲 げる ［‾瓦分 に応 じ，

肖該 ア又 はイ に定 める 額を 合算 した 額を加算 した額

Ｓｊ 表第 ２中 第８ ６Ｊミａ を第 ８７ 項と し， 第８ ５項 を第 ８６ 項と し， 同表 第８ ４項中

「第 ７６ 項の （４ ）の ア」 を「 第７ ６項 の（ ３） のア 」に ，「 第８ ３項 の（ １） 」を

「前 項の （１ ）」 に改 め， 回項 を回 表第 ８５ 項と し， 回表 第８ ３項 中「 第７ ６Ｊミａ の（ ４）

のア 」を 「第 ７６ 項の （３ ）の ア」 に改 め， 回項 を回 表第 ８４ Ｊミｒ｛ とし ，回 表第 ８２

項を 回表 第８ ３項 とし ，回 表第 ８１ 癢中 「第 ８６ Ｊ五回」 を「 第８ ７項 」に 改め ，回項

を回 表第 ８２ 項と し， 回表 第８ ０項 を回 表第 ８１ 項と し， 回表 第７ ９瑕中「 第７６

羅の （４ ）の ア」 を「 第７ ６項 の（ ３） のア 」に 改め ，鶚叛を 回表 第８ ０項 とし，

回表 第７ ８項 中「 のみ であ る場合に あっ ては を録 住宅 性能 簒価機関 」の 次に 「（ 住宅

の品 質確保の 促進 等に 関す る法 律第 ５条 第１ 項に 規定 する を録住宅 性能 簒価機関を

いう 。 Ｇ`、下回 じ。 ）」 を加 え， 「第 ８１ 項か ら第 ８６ Ｊ五回ま で」 を「 第８ ２項 から 第８７

項ま で」 に， 「第 ８１ 項， 第８ ２癢，第 ８５ 項八 び第 ８６ 項」 を「 第８ ２叛　，第 ８３

項， 第８ ６項及び第８ ７項」に ，「 第７ ６項 の（ ４） のア 」を 「第 ７６ 項の （３ ）の

ア」 に改 め， 回Ｊ五回 を回 表第 ７９ 羝と し， 回表 第７ ７項 の次 に次 の１ 叛を 加え る。
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７８　 長期 優良 住宅 の普

ｊ、 の促 進に 関す る法律

第１ ８条第１ 項の 規定

に基 づく 建築物の 容積

率の 特例 の許 ｊｊＴの 申請

に対する 審を

長期 優良 住宅

型総合設計制

度に よる 容積

率の 特例 許‾白丁

申請手数料

１６ ０， ００ ０Ｆ９

付　則

この 条例 は， 公布 の日 から 施行 する。

６



～、ｌ

参考資料

ひた ちな か市手数料条例新 ｜日 対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（手数料の免除）

第５ 条　 次の各号のいずれかに該肖 する 場合には，手数料は， 徴１１又 しな い。

（１ ）　略

（２ ）　 国又 は鳬ｊ＝ｉノと族団体がそ の職務上必要 とす るた めの 申請によ るとき

（Ｓ Ｉ」 表第 ２第 １項 から 第６ ５項 まで ，第 ６８ 項か ら第 ７３ 項ま でＪ。。。、第

７５ 項から第 ７９ 項までＲび第 ８１ 項から第 ８６ 項までに掲げる手数

料である とき を除 く。 ）。

（３ ）～ （９ ）略

別表第２ （第 ２条関係）

（手数料の免除）

第５ 条　次の各号のいずれかに該燮、する場合には， 手数料は，徴収しない。

（１ ）　略

（２ ）　 国又はｔ方ぬミ眺回体がその職務上必要とするための 申請によ るとき

（ＳＩ」 表第 ２第 １項から第６ ５項まで，第 ６　８Ｊ五回 から第７ ３項まで八び
一一ヽ

第７ ５項から第ｊフ項までに鶚げる手騅熊である とき をほ く。 ）。
－

（３ ）～ （９ ）略

ＭＩ」表第２ （第 ２条 関係）

手数料を徴效する 本務 手数料の名称 手数料の額 手数料を徴鼈する 事務 手数料の名称 手数料の額

１～ ７４　略 略 略 １～ ７４　略 略 略

７５　 都市計画法施行規

則（ 「昭 和４ ４年建鼈省

令第 ４９ そ） 第６ ０条

の規定に基づ．く 開発行

為に 関す る証 明書 の交

付

開発行為 証明 １件につ き　 ３０ ０Ｆ］ ７５　 都市計画法施行規

則（ 昭和 ４４ 年建鼈省

令第 ４９ 号） 第６ ０条

の規定に基づ く開Ｒ行

為又 は應築に 関す る証
－－－－

回書等の交付

開Ｒ 行為 等圧 １件につ き　 ３０ ０Ｆ９

手数料 明手数料

７６　 長期優良住宅の普

Ｒの促ま に関 する ま律

（平成２ ０年缶律第８

７そ）第 ５条第１ 項か

ら第 ３項 まで の規 定に

ｔづ く長期優良住宅せ

築等計画のだ定の 申請

に対する 審査

長期 優良 住宅

嵬築 等計 画售

定申請手数料

（１ ）　 長期優良住宅の夸蓼、の促進にＭする

法律第６ 条第 ２項の規定に・づ き葹該

長期優良性宅４築等計画がは築基準法

第６ 条第 １項 に規ｔす る建築基準関係

規完．に適合するかの審ま （ひ下「穐築

基準 関係規定適合審を」と いう 。）を

受け るよ う串 し■ ない場合 にあ って

は， 次のア叉はイ に掲げる ［Ｘ分に応

じ， 燮、該ア 又は イに 定め る額

ア　 長期 優良 住宅 の普八の 促ま に関

する 法律施行規則 （平成２ １年国

’　　　 上交通省令第 ３そ。な 下こ の項に

おいて「省令」と いう 。） 第１条

各項 の国 土交 ｊｎ 大臣 が定 める 措置

に係 る住 宅を 新築 しよ うと する場

合の ぷ準 を適 ｍす る性 鳬で あると

き　 （ア）又は（イ） に規ｔする

額

（ア ）　 一‾Ｆ建 ての 住宅 の場合に

７６　 翫期優良 住宅 の普

戮、の促進に 関す る法律

（平成２ ０年 ま律 第８

７篶）第 ５条第１ 項か

ら第 ５項 まで の規 定に

基づ く長期優良住宅せ

築等計画 の認 定の 申請

に対する 審査

長期 優良 往生

建築 等計 舊認

京申 請手数料

（１ ）　 長期優良住宅の普八の促進に関する

缶律第６ 条第 ２瑕の規定に・づ き亶、夥、

長男｜優良住宅建築等計圃がｔ築ｔ準缶

第６ 条第 １項 に規定す る４築ま準関Ｗ

縦ｔに竃合するかの審ま（な下 「せ築

ｔ準関イｊ辰定適合審ま」 とい う。 ）を

受け るよ う申 し出ない場合にあって

は， 次のア又はイ に掲げる 区分に応

じパ胞該ア又はイ に定める額

ア　 長ｍ優良住宅 の普天のえま に関

する 法律施行規則 （平成２ １年国

上交逐省令第 ３蜀。社下こ の項に

おい て「 省令 」と いう 。） 第１条

各項 のｍ 土臭通大 目ｉ が定 める 措置

に係 る住 宅を 新築 しよ うと する４

合の 基準 を適 ｍす る住 宅で あると

き　 （ア ）又 は（ イ） に規定する

額

（ア ）　 一万ほての住宅の場合に
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あっ ては ，１ 件の 申請 につ

き　 ４５ ，０００ ＰＩ

（ィ ）　 一万建ての住宅な外の住

宅の 場合 にあ って は， １件

の申 請（ 回一 の住 ｔに 関し

回時に２ な上の申請が行わ

れる場合にあって は， 肖該

２ぶ上の 申請）につき ，肖

該住ｔの総Ｆ数が

５Ｆ な下 のとき

１０８， ０００円

６Ｆぶ上 １０ｙ猖、下 のとき

１７ ３， ０００Ｆｊ

１１ 戸以 上３０戸 以下のと

き　 ３４２， ０００Ｆｊ

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと

き　 ６１ ２， ０００Ｐヨ

５１ 戸以 上１ ００戸以 下のと

き　 １， ０５ ３， ０００Ｆ１

１０ １戸 以上 ２００戸 以下の

とき　 １， ９４ ９， ００ ０ＦＩ１

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ２， ７８ ４， ００ ０Ｆ］

３０１戸 以上 のとき

３， ４１ １， ０００Ｆ９

ィ　 省令第１ 条各瑕の国土交逐大臣

が定める措置に係 る住宅を増築

し， 又は 改築 しよ うと する 場合の

基準 を適 Ｊｆｌす る住 宅で ある とき

（ア）又は（ィ） に規定する額

（ア ）　 一‾秤建ての住宅の４合に

あっ ては，１ 件の 申請につ

き　 ６８，０００ Ｆｊ

（ィ ）　 一‾Ｆ建 ての住宅 な夕１ヽ の住

ものｊｌ合にあっ ては，１件

の申請（回一の住宅に関し

回時 に２ な上 の申 請が 行わ

れる場合にあっては， 亶、該

２な上の申請）につき ，售

該住ｔの総‾評数が

５Ｆ ａ下 のとき

あっ ては ，１ 件の 申請 につ

き　 ４５ ，０ ００ Ｆ９

（ィ ）　 －や建ての住宅な弗の住

宅の場合にあって は， １件

の申請（回一の住ｔに関し

回時に２ な上の申請が行わ

れる場合にあって は， 肖該

２な上の 申請）につき ，亶、

該住宅の総‾秤数が

５Ｆ ａ下 のとき

１０８， ０００ＰＩ

６ｙり、上１ ０戸 以下 のとき

１７３， ０００Ｆ９

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと

き　 ３４ ２， ０００Ｆ９

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと

き　 ６１ ２， ０００Ｐ１

５１ 戸以上１ ００戸以 下のと

き　 １， ０５ ３， ０００Ｆ１

１０ １戸 以上 ２００戸 以下の

とき　 １， ９４ ９， ００ ０Ｆ１

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ２， ７８ ４， ００ ０ＦＩ１

３０ １戸 以上 のとき

３， ４１ １， ０００ＦＩＩ

ィ　 考や第１ 条き４の国土交ｉｌ大臣

が定 める 措置 に係 る住 ｔを 増築

し， 又は 改築 しよ うと する 場合の

基準を適Ｊｆｌす る住宅である とき

（ア）又は（ィ） に規定する額

（ア ）　 一Ｆ建ての住宅の４合に

あっ ては ，１ 件の 申請 につ

き　 ６８，０００ ＰＩ

（ィ ）　 一‾Ｆ建ての住宅な外の住

ｔの場ｉ合に あっ ては，１件

の申請（回一の住宅に関し

回時に２ な上の申請が行わ

れる場合にあって は， 肖該

２な上の申請）につき，肖

該住宅の総‾Ｆ数が

５戸 以下 のとき
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１６２， ０００Ｆ９

６戸以上 １０戸以 下の とき

２５９， ０００Ｆ９

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと

き　 ５１ ３， ００ ０Ｐ１

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと

き　 ９１ ９， ０００Ｒ

５１ 戸以上１００戸以下のと

き　 １， ５８ ０， ０００Ｆ９

１０ １戸 以上 ２００戸 以下の

とき　 ２， ９２３， ０００Ｐヨ

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ４， １７ ７， ００ ０Ｆｊ

３０ １戸 以上 のとき

５， １１ ７， ０００Ｆ９

（２ ）　 住ｔの品質確保の促進等に関する法

律（平成 １１ 年ま律第 ８１ そ） 第５条
第１ 項に規定するを録生宅子牛皆禀ィ４ｉａ

１６２， ０００Ｒ

６戸以上 １０ 戸以下の とき

２５９， ０００Ｆヨ

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと

き　 ５１ ３， ００ ０Ｆ１

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと

き　 ９１ ９， ０００ＦＩ‾χ

５１ 戸以上１ ００戸以 下のと

き　 Ｉ， ５８ ０， ０００ＦＩヨ

１０ １戸 以上 ２００戸 以下の

とき　 ２， ９２ ３， ０００Ｆｊ

２０１戸以上３００戸以下の

とき　 ４， １７ ７， ０００Ｆ９

３０ １戸 以上 のとき

５， １１ ７， ０００Ｆｊ

（２ ）　 住宅の品質確保のａ進等に関する法

律（平成 １１ 年也律第 ８１ そ） 第６条
の２ 第３ 項又は第 ４４の覆定に よりそ

関（な下 「を 録ィ圭宅性能琴ィ皿Ｘ　ｙ の住宅の構造ｊ１び鼈ィ蒻 がを期使ｍ湊ま

いう 。） によ りをイ才 されたをＳぞ １き ＲＦ 等である 回がＥ載された確認書若しく
一一一一一

、は住ｔ ｔ生能評価書又は これ らの ぶしの
一一

提ｉかおる場合であっ て， 建築基準関

Ｗ規定適合審ｔを受けるよ う申 しｉな

いと きにあっては，次のア又はイに掲

げる 【Ｘ分に応じ，肖該ア又はイに定め
る額

ア　 省令第１ 条各項のｍ土な亟大臣

が定める 措置 に係 る住宅を新築し

よう とする場合の基準を適Ｊ１１する

住宅 であ ると き　 （ア ）又は

（イ ）に規定する額

（ア ）　 一Ｆ建ての住宅の場合に

あっ ては，１ 件の 申請につ

き　 ６， ００ ０Ｐヨ

（イ ）　 一Ｆ建て の住 宅ぶ 外の住

宅の場合 にあ って は， １件

の申請（回一の住宅に回し

回時に２ な上の申請が行わ

れる場合にあって は， 肖該
２な 上の 申請）に つき ，肖

宅の 普及 の｛ｉ進 に関する ま律更６ 尚更

１項に掲げる基準に適合している旨を

証する書類のを出がある場合であっ

て， 建築あ準関Ｗ規定適台審をを吸．け

るよ う申 し出ないとき にあっては，次

のア又はイに掲げる［Ｋ分に応 じ， 售該

アス はイ に定める額

ア　 省令第１ 条さ項の国土なフ表大目

が定める措置に係る住宅を新築し

よう とす るＪａ合 の基 準を 適ｍ する

住宅 であ ると き　 （ア ）又は

（イ ）に規定する額

（ア ）　 －や建ての住宅の場合に

あっ ては ，１ 件の 申請 につ

き　 ６， ０００Ｆ９

（イ ）　 一Ｆ４ての住ｔな弗の住

宅のｊ蔚合にあっ ては，１件

の申請（回一の住宅に回し

回時に２ な上の申請が行わ

れる場合にあって は， 肖該
２な 上の 申請）に つき ，售
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該住宅の総Ｆ数が

５‾ｙｍ、下 のと き　 １２ ，０ ００

Ｒ

６戸以上 １０ 戸以下の とき

２２，０００ Ｆ１

１１ 戸以 上３０戸 以下のと

き　 ３１ ，０００ Ｆ］

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと

き　 ５８ ，０００ ＦＩ１

５１ 戸以 上１ ００ 戸以 下のと

き　 １０ ０， ０００Ｆｊ

１０ １戸 以上 ２００戸 以下の

とき　 １６６， ０００Ｆｌｊ

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ２０４， ０００円

３０１戸 以上 のとき

２１ ７， ０００ＦＩ

ィ　 省令 第１ 条各 項の 国土 交亟大臣

が定 める 措置 にＷ る住 宅を 増築

し， 又は改築 しよ うと する 場合の
基準 を適ｍす る住 宅で ある とき

（ア ）又 は（ ィ） に規定す る額

（ア ）　 一やｔての住宅の場合に

あっ ては ，１ 件の 申請 につ

き　 ９， ０００ＦＩＩ

（ィ ）　 一や嵬ての住宅ぶタトの住

宅の場合にあって は， １件

の申 請（ 回一 の住宅に 関し

回時 に２ ひ上 の申 請が 行わ

れる 場合 にあ って はに芭該

２な 上の 申請）に つき ，当、

該住宅の総や数が

５戸以下のと き　 １８ ，０００

円

６戸以上１０戸以下の とき

３２，０００ Ｆ９

１１ 戸以 上３０戸以下 のと

き　 ４７ ，０００ Ｐ１

３１ 戸以 上５０戸 以下 のと

き　 ８８ ，０００ Ｆ１

５１ 戸以 上１ ００ ‾Ｆ噸、下のと

該住 宅の 総胼数が

５戸 以下 のと き　 １２ ，０００

ＦＩ１

６戸 以上 １０ 戸以下の とき

２２ ，０００ Ｆ］

１１ 戸以 上３０戸 以下のと

き　 ３１ ，０００ Ｐニｊ

３１ 戸以 上５０戸 以下のと

き　 ５８ ，０００円

５１ 戸以 上１ ００ 戸以 下のと

き　 １０ ０， ０００Ｆ９

１０１戸 以上２００戸 以下の

とき　 １６ ６， ０００日

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ２０ ４， ０００Ｆ９

３０１戸 以上 のとき

２１ ７， ０００ＦＩ‾χ

ィ　 省令 第１ 条各 項の 国土 交丿 大臣

が定 める 措置 に係 る住 宅を 増築

し， 又はぽ築 しよ うと する 場合の

基準 を適 ル｜ する 住宅 であ るとき

（ア）又は（ィ） に規定する額

（ア ）　 一‾Ｆ建ての住宅の場合に

あっては，１ 件の申請につ

き　 ９， ０００ＦＩ

（ィ ）　 一‾鋩建ての住宅ぶ弗の住

宅の場合にあって は， １件

の申 請（ 回一の住宅に 関し

回時 に２ 以上の申 請が行わ

れる場合にあって は， 售該

２曁上の 申請）に つき ，肖

該住宅の総や数が

５戸以下のと き　 １８ ，０００

円

６戸以上 １０ 戸以 下の とき

３２ ，０ ００ Ｐ１

１１ 戸以 上３０戸 以下 のと

き　 ４７ ，０００ Ｆヨ

３１ 戸以 上５０戸以下のと

き　 ８８ ，０００ ＰＩ

，　　　　 ５１ 戸以 上１ ００戸以 下のと
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き　 １５ １， ０００Ｐ１

１０ １戸 以上 ２００戸以下の

とき　 ２４ ９， ００ ０Ｆｊ

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ３０ ６， ０００Ｆ９

３０１戸 以上 のとき

３２ ６， ０００Ｆ９

（３ ）　 住宅の品 質ぬ保のかま等に 闡す る法

き　 １５ １， ００ ０Ｆｊ

１０ １戸ぷ上 ２００ｙり、下の

とき　 ２４ ９， ０００ＦＩ１

２０ １戸 以上 ３００戸 以下の

とき　 ３０ ６， ０００Ｆｊ

３０ １　‾戸　以上 のとき

３２ ６， ０００Ｆ９

（３ ）　 旄築・準 関係規定適合審をを受 ける
－－

よう 申し ■る 場合 にあ って は， （１）

又は （２ ）に規定する 額に，次のア又
一一

はイ に掲げる ［Ｘ分に応じ ，ち該ア 又は

徨筮 ５ふぷ１ ４に坦霍すろ イキネ性能諢

価書 （な 下「 住ｔ ｔ生 能評価書 」とい

うｏ ）の提鴇がある場合であって，建
築基準関係規定適合審査を受け るよう

申し 出な いと きに あっ ては ，次 のア又

はィ に擶げろ 区やにに じ　 ｉＳアｙは

ィに定め る額

ア　 一や建て の住 宅の 場合 にあ って
－

は， １件 の申 請に つき　 １８ ，０ ００ ＦＩ

ィ　 ーＦせて の住宅ぶ外の住宅 の場
－

合にあっ ては，１ 件の申請 （回一

の住宅に 関し 回時 に２ な上の申請

が行 われ る場 合に あっ ては ，燮、該

２ひ 上の 申請）に つき ，肖 該住宅

の総‾矜数が

５戸以下のと き　 ５９，０００ Ｐニ］

６戸 以上 １０ 戸以 下の とき

９３，０００ Ｆｊ

１１ 戸以 上３０戸 以下 のとき

１匹四ｙ
－

３１ Ｆぶ 上５０‾Ｆ鑪下の とき

３０ １， ０００ドｊ

５１ ‾戸髟、上１００　‾戸　以下 のとき

４６８， ０００Ｆｊ

１０ １戸 以上 ２００戸 以下 のとき

８４ ７， ０００Ｐ１

２０１戸 以上 ３００戸 ぷ下 のとき

１， １６０， ０００Ｐ１

３０ １Ｆ八上のと き　 １ぷ廴弛示
一一

（４ ）　 建築嵬準 ＭＲ規ｔ適合審査 を受 ける
－一一一一

よう 申し 出る 場合 にあ って は，

（１ ）， （２ ）又は（ ３） に規定する
一

額に ，次 のア 又は ィに 掲げ る区分に応
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じ， 售該ア又はィ に定める額を合算し

た額 を加算し た額

ア　 ４築 ＪＩ 準缶第６ 条の ３第 １癢又

は第 １８ 条第 ４癢に規 定す る構造

敖算適硲性孥Ｊｔ （な下「構奄計算

適合性幤』定」と いう 。） を・する

建築物に 該肖 しな い場合に あって

は， 建築物の床・積の合計に応じ

て第 １項 に規定す る額に第 ２羅に

規定する 額を加算 した額

ィ　 構造計算適合性判 定を 要す る建

築物 に該 售す る４合（建築ま準缶

第６ 条の ３第 ７Ｊミａ の適 合判 定返祕

書のをｍがある葹合を除く 。）に

あっ ては ，ア の規 定に より 算定し

た額 に， 次の （ア ）又 は（ ィ）に

掲げる区分に応じ，肖は建築物の

構ま計算適合性判定をＳする部み

につ き， 售該 （ア ）又 は（ ィ）に

規ｔする 額を加算 した額

（ア ）　 せ築 ｔ準 伍第 ２０ 条第２

やィ 又は第３ そィ の構造計

算が回を第２ そィ 又は第３
号ィ に規定するｍ土交ｊ！大

臣の認定 を受 けた プロ グラ

ムに より 適ｍに行われた４

合にあっては，床Ｓ積が

１， ０００㎡ なＦ大ｌ のとき

１１ ０， ０００Ｆｊ

１， ０００ｊ を超 え２，０００　ｎ？

以内のと き　 １３７， ０００ＦＩ１

２， ０００㎡を超え１０， ０００㎡

なｒｊ９ のと き　 １５０， ０００Ｐ１

１０，０００　ｎｉ　を超 え５０， ０００

㎡以内の とき　 １９０， ０００Ｆ１

５０ ，０ ００ ㎡を 超え るとき

３２２， ０００Ｆ９

（ィ ）　 建築あ準ま第 ２０ 条第２

そィ の構き計算が 鶚篶ィに

規定する 国土交逐大目 が定

めた方法によ り適ミに行わ

ィに定め る額を合算した額を加算した

額

ア　 ４集ま準也第 ６条の３ 第１ 癢又

は第 １８ 条第 ４項に規定する構造

計算適合性判定（い、下「構造計算

適合性判定」 とい う。 ）をＷする

建築物に該肖 しない場合にあって

は， ・集物の床・積の合計に応じ

て第 １項 に規 定す る額 に第 ２項に

規定する額を加算 した額

ィ　 構き計算適合性幤ＪｔをＳする嵬

集物に該肖する４合（建築基準法

第６ 条の ３第 ７項の適合判定逐祕

書の提出 があ るｊ４合 を除 く。 ）に

あっては，アの葭定に より 算ｔし

た額に， 次の （ア）又は（ィ）に

掲げる区分に応じ，售該建築物の

構ま計算適合性判定を Ｗす る部ｊ

につ き， 肖該 （ア ）又 は（ ィ）に

規定する額を加算 した額

（ア ）　 建築基準伍第 ２０ 条第２

号ィ 又は第３ 号ィ の構造計

算が回条第２ そィ 又は第３
号ィ に規定す る国土交丿大

臣の認定を受 けた プロ グラ

ムに より 適ｉＥに 行われた４

合にあっ ては，床・積が

１， ０００㎡ 以内 のとき

１１ ０， ０００Ｆ９

１， ０００　ｎｌ　を超 え２，０００　ｎｉ

以内のと き　 １３７， ０００Ｐ１

２， ０００ｎｆを超え １０，０００ ｎｉ

ａＦりの とき　 １５ ０， ０００Ｆｊ

１０，０００ ㎡を 超え ５０，０００

岷駄内のとき　 １９０， ０００Ｆ９

５０，０００ ㎡を超え るとき

３２ ２， ０００ＦＩ

（ィ ）　 建築基準伍第 ２０ 条第２

そィ の構造計算が 回そィに

規定する国土交丿大臣が定

めた方法によ り適‾ｉＥに行わ
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れた場合にあつては， 床・

積が

１， ０００㎡ 以内 のとき

１５９， ０００ＦＩ

１， ００ ０　ｎｌ　を超 え２ ，０００㎡

以内のと き　 ２１ ２， ０００Ｆ９

２， ０００ｎｉを 超え １０ ，０００㎡
●

な内のと き　 ２４３， ０００Ｆ１

１０ ，０ ００ １ｊ を超 え５ ０， ０００

㎡以内の とき　 ３２ １， ０００Ｐニｊ

５０ ，０ ００ ｒｒｆを 超え るとき

５９０， ０００ＦＩ

れた場合にあって は， 床・

積が

１， ０００　ｒｌｆ　な内 のとき

１５９， ０００Ｆ９

１， ０００　ｎｌ　を超 え２，０００　ｎ？

以内 のと き　 ２１ ２， ００ ０Ｆ］

２， ０００㎡ を超 え１ ０， ０００㎡

以内 のと き　 ２４ ３， ００ ０Ｆ］

１０ ，０ ００ ㎡を 超え ５０ ，０ ００

㎡以内の とき　３２ １， ０００Ｆ］

５０ ，０ ００ ㎡を 超え るとき

５９０， ０００Ｆｊ

７７　 を期優良住宅 の普

Ｒのａ進に関する 法律

第８ 条第 １癢の規 定に

基づ く長 期優 良住ｔ建

築等計画 の変 更のＳ定

の申 請に 対す る審ｔ

長期優氈住ｔ

建築 等計 画変

更認 定申 請手

数料

（１ ）　 せ築・準関｛京規定・合審まを吸、ける

よう 申しｉない４合にあっては，第７
－

６癢の（ １） に規定す る額 に２ みの１

を乗 じて得た額

（２ ）　 を録をｔ性能評Ｗ亀関によ る審ｔを
兮け　 る期イ謇 良ぽ宅の普７１のイ足まに闡

７７　 長期優良住宅 の普

及の促進に関する法律

第８ 条第 １項 の規 ｔに

基づ く長 期優 良住宅建

築等牡画 の変 ｊｌ のｔ定

の申 請に対する審を

長期 優良 住宅

せ築 等計 画変

更簒定申 請手

数料

（１ ）　 建築■準顎蔗、規定適合審ｔを吸ニける

よう 申し 出な い場合に あっ ては ，前項
－－

の（ １） に規定す る額 に２ 分の １を乗

じて得た額

（２ ）　 住も の品 質確保のＷま等に 関す る缶

律筮 ６条 の２ Ｓ３ ４又 は筮 ４４の恒常

する 法律第６ 条第 １４ に掲 げる 東憮に によ りそ の住 もの構造八びＲ備 が長期

使Ｊ４１ 構造等で ある 回が記載 された確認

書若 しく は住ｔ性能評価書又は これら

のぶ しの 提ｍ があ る場合に あっ ては，

前項の（ ２） に規定す る鼈に２ 分の１

を乗 じて得た頓

（３ ）　 せ築基準 関Ｗ規定適合審・ を受 ける

よう 申しｉる場合にあっては， （１）

又は （２ ）に規定する額に，前羅の
－

（３ ）のア又はイ に掲げる ［Ｘ分に応

じ， 售該ア又はイ にｔめる額を合算し

た額 を加 算し た額

適合 して いる 回ををす る書類の提ｉが

ある 場合にあ って は， 第７ ６項の

（２ ）に 規定する 額に ２分 の１ を乗じ

て得た額

（３ ）　 イヒれ宅 ４乖 能２享佳ｉ書 の４祭出 があ ろ懾合に

あって屯］髱し匹の（ ３） にがｌｔす
る額に２ 分の １を乗じて得た額

迂生し　ｔ築ｔ準関Ｗ規を急急審査をタ：ける
よう 申し 出る 場合 にあ って は，

（１ ）， （２ ）又 は（ ３） に規 定する
一

額に ，第 ７６ 項の （４ ）の ア又 はイに

掲げ るＫ分に応じ ，肖 該ア 又はイに定

める 額を 合算 した 額を加算 した額

７８　 長期優良住宅の普 長Ｍ 優良 住ｔ １６ ０， ００ ０Ｆｌｊ

八のｔ進 に関 する 法律 型総 合鼈計制

第１ ８条第１ 癢の規定 度に よる 容積

に基 づく ｔ築物の さ積 率の特例許可

率の特例のたｉＴの申請 申請手数料

に対する 審を

７８　 都市の低炭素 イヒの
－

ａ進に関する 伍律 （平

低炭 素建 築物

新築 等計 画售

（１ ）　 都市の低炭素イヒの促進に 関する忸律

第５ ４条 第１ 項第 １号 に掲 げる ま準

７９　 都市の低炭素イヒの
－

促進 に関 する 法律 （平

低炭 素４ 築物

新築 等計 画お

（１ ）　 都市の低炭素化の促進に関する法律

第５ ４条 第１ 叛第 １そ に掲 げる 基準
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成２ ４年 缶律 第８４

倚） 第５ ３条 第１ 癢の

規定 に基づく 低炭 素建

築物新築等計 画の嘉定

の申 請に がす る審ま

定申 請手数料 （な 下こ の癢及び次癢にお いて 「誘導

基準」と いう 。） に適 合し てい ること

ををする 書面 （售該適合し てい ること

を証する 対象 が住宅な外の部分 のみで

ある 場合にあ って はを録住宅ｔ生能評価

機関 （建 築Ｊｉ準也第 ７７ 条の ２１ 第１

項に 規定する 指定確認検ま磯回 （な下

「指 定確お検を機 関」 とい う。 ）の業

務を実施 して いる もの にほ る。 ）又は

を録建築物エ ネル ギー ｜肖 費ｔ生・判定植

関（４築物の エネ ルギ一臙費ｔ生能 の『自］

上に関する法律（平成 ２７ 年法律第５

３そ）第 １５ 条第 １項 に規定す るを録

４築物エ ネル ギー 消費 ｔ生鼈冷」定磯回を

いう 。な下回 じｏ ）が交付 した ものに

限り ，售該適 合し てい るこ とを 証する

対象 が住 宅の 部分 のみ であ る場合にあ

って はを録嵬築物 エネ ルギ ー消 費ｔ生能

勢」 定機 関（ｍ定確２検ま磯回 の業 務を

実施 して いる もの に隕 る。 ）又はを録

住ｔ性能評価機関が交付し たも のにほ

り， 售該適合 して いる こと を証する対

象が住宅ｊ１ び住宅ぶ外の部分であ る場

合に あっ てはを録住宅性能評価機関

（指 定確認検ま磯 回の 業務 を実施して

いる もの に限 る。 ）又はを録せ築物ェ

ネルギー消費性能判定機関 （指定確ぬ

検査機関の業務を実施 して いる ものに

ほる 。） が交付し たも のに 隕る ｏ勁、下

この項八び次項におい て「適合証」と

いう 。） のを出が ある ４合 にあ って

は， 次の アか ら工 まで に掲 げる 区分に

応じ，售該アから工ま でに定める額

（４ 築ま準Ｍ イ奉 規定適合審をを受 ける

よう 申し ｍる Ｊ祖合を 除く 。）

ア～ェ　略

（２ ）　 適合 簑の 提皀がな い場合に あって

は， 次の アか らェ まで に掲 げる 区分に

成２ ４年 缶律 第８４

そ） 第５ ３条 第１ 癢の

規定 にぶ づく 低炭 素建

築物新築等計画の２定

の申 請に 対す る審査

●

定申 請手数料 （ぷ 下こ の項 ぶ、 び次 項に おい て「誘導

基準」と いう 。） に適合していること

を証する 書面 （售該適 合し てい ること

を証する 対象が住宅な 夕｜ヽの部分のみで

ある 場合にあ って はを録住宅性能評価

磯回 （住宅の 品質確保のＷま等に関す

る缶律第 ５条 第１ 項に葭定する を録住

宅性能評価機 関を いう 。け 下回 じｏ）
－

（せ 築Ｊｉ準法第 ７７ 条の ２１ 第１ 項に

規定する 指定確認検を機関 （い、下 「指

定確だ検を機 関」 とい うｏ ）の 業務を

実施 して いる もの にｍ る。 ）又はを録

建築物エ ネル ギー 消費 申生 ｔ判 定殱緊

（４築物 のエネルギー消費性能 の『氛上

に関 する 缶律 （平成２ ７年伍律第５３

号） 第１ ５条第１ 項に規定する を録建

築物 エネ ルギ 一儁費性覬判 定磯 回をい

う。 罧下 回じ 。） が交 付し たも のにほ

り， 肖該適合 して いる こと を証する対

象が住宅の部分のみで ある ４合にあっ

てはを録嵬築 物エ ネル ギー 消費性齏冷」

定磯愾（指定確售検を機関の業務を実

施し てい るも のに ほる 。） 又はを録住

宅性能評価機関が交付 した もの にほ

り， ち該適合 して いる こと を証する対

象が住宅八び住宅ひ夕ｔヽ の部分である場

合に あっ てはを録住宅せ能評価機関

（指 定確ｔ検ま磯 回の 業務 を実施して

いる もの に限 る。 ）又 はを録建築物ェ

ネル ギー ｍ費性き や」 定嗅緊（ 杜１ 定確お

検を機関の業務を実施 して いる ものに

笳、る。 ）が交付 した もの にほ る。 け下

この福西、び次項において 「適合証」と

いう ｏ） の提 出が ある 場合 にあ って

は， 次の アか らェ まで に掲 げる ［‾瓦分に

応じ ，肖 該ア から 工ま でに 定め る額

（４築先準関 イ奉 規定適翕審ををそ ける

よう 申し 出る 場合を除 く。）

ア～ェ　略

（２ ）　 適合 証の 提芭がな い場 合に あって

は， 次の アか らェ まで に掲 げる 区分に
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応じ ，售該ア から 工ま でに 定め る額

（せ築基準関係規定適合審まを受ける

よう 申し ｉる ４合 を除 く。）

ア・ ィ　略

ウ　 お定 の対 象が 住宅 な夕ｔヽ のｔ築物

であ ると き　 （ア ）又は（ィ）に

規定する額

（ア ）　 申請 にイ京る ・築物に つい

て， 誘導基準 に適 合し てい

るか どう かの 基準 が， 建築

物エ ネル ギー 消費性ｔフ鳬準

等を 定め る省令（平成 ２８

年経 済ｔ業惹令・ ｍ土 交亟

省令 第１ 脣。 孤下 この 項，

次項Ｒび第８ １項 から 第８

６項 まで にお いて 「省 令」

とい う。 ）第 １条 第１ 癢第

１号 ただ し書 に定 める 方法

又は 同号 ィに 定め る基準

（次 項， 第８ １Ｊミａ ，第 ８２

九第 ８５ 項八 び第 ８６項
－

にお いて 「標 準入 力法 ・主

要室入力 法」 とい うｏ ）に

よる とき　 肖該建築物の床

・積 の合計が

３０ ０　 ｎｌ 未満 のとき

２１ ３， ０００　Ｆｊ

３００　ｎｌぷ上 １， ０００　ｎｌ未満

のと き　 ２６ ６， ０００　Ｆｊ

１， ０００㎡ ぶ上 ２， ００ ０　ｎ？未

満の とき　 ３４ ４， ０００　ＦＩヨ

２， ０００㎡以上 ５， ０００㎡未

満の とき　 ４９ １， ０００　Ｆ９

５， ０００㎡以上 １０ ，０００㎡

未満のと き　 ６０４， ０００　ＦＩ１

１０ ，０ ００ ㎡以 上２ ５， ０００㎡

未満のと き　 ７１ ４， ０００　Ｆｊ

２５，０００ ㎡以 上の とき

８１ ５， ０００Ｆ９

（ィ ）　 申請に係 る建築物につい

て， 誘導 基準 に適 合し てい

応じ，售該アからェまでに定める額

（せ 集ま 準関 ｛奈規ｔ盞合審査 をそ ける

よう 申し け１ る場合を 除く 。）

ア・ ィ　略

ウ　 認定 の対 象が 住宅 け夕卜の 建築物

であると き　 （ア）又は（ィ）に

規定する額

（ア ）　 申請 に係 る建築物 につい

て， 誘導基準に適合してい

るか どう かの基準 が， ４集

物エ ネル ギー ？肖 費ｔ生ｔｔ準

等を 定め る省令（平成 ２８

年経 済Ｘ業省 令・ ｍ土 交遶

省令 第１ 号。 駄下 この 項，

次項八び 第８ ２項 から 第８

７項 まで にお いて 「省 令」

とい うｏ ）第 １条 第１ 項第

１号 ただ し書 に定 める 方法

又は 同号 ィに 定め る基準

（次項， 第８ ２項，第 ８３

爆、 第８ ６４八び 第８ ７項
－

にお いて 「標 準入 力缶 ヽ圭

ｙ室入力 法」 とい う。 ）に

よる とき　 售該 建築物の床

亙積 の合計が

’３００　 ｎｌ 未満 のとき

２１ ３， ０００　Ｆ］

３００㎡ 以上 １， ００ ０　ｊ未満

のと き　 ２６６， ０００Ｒ

１， ０００㎡以上 ２， ０００　ｎｌ未

満の とき　 ３４４， ０００　Ｆｊ

２， ０００㎡ ぷ上 ５， ０００㎡未

満の とき　 ４９ １， ０００　Ｆ］

５， ０００㎡以上 １０，０００㎡

未満のと き　 ６０４， ０００　Ｐ１

１０ ，０ ００ ㎡以 上２ ５， ０００㎡

未満のと き　 ７１ ４， ０００　Ｆ９

２５ ，０ ００ ㎡以 上の とき

８１ ５， ０００　Ｆ９

（ィ ）　 申請 に係 る建 築物 につい

て， 誘導嵬準 に適合し てい
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るかどう かの基準が， 省令

第１ 条第 １項 第１ そ口 に定

める ま準 （次 項， 第８１

項， 第８　２４ ，　 第８ ５４Ｒ
－

び第 ８６ 奏こ おい て「 モデ

ル建 物法 」と いう 。） によ

ると き　 售該建築物の床Ｓ

積の合計が

３００㎡ 未満 のとき

８１ ，０００　Ｐ３

３００㎡ 以上 １， ０００㎡未満

のと き　 １０ ３， ０００　Ｆ１

１， ０００㎡ 以上 ２， ０００㎡未

満の とき　 １３ ６， ０００　Ｆ］

２， ０００㎡ 以上 ５， ００ ０　ｎｉ未

満の とき　 ２２ １， ０００円

５， ０００㎡以上 １０，０００㎡

未満のと き　 ２８ ８， ０００　Ｆ９

１０，０００ ㎡以上２５， ０００㎡

未満 のと き　 ３４ ６， ０００　Ｆｊ

２５，０００ ㎡以 上の とき

４０６， ０００Ｆｊ

ェ　略

（３ ）　 嵬築ＪＩ準関係規定適合審をを受ける

よう 申し 出る ｊ４合に あっ ては ，（ １）

又は （２ ）に規定する 額に，第 ７６項

のヽ （４ ）のア又はイ に掲げる 区分に応

じ， 售該 ア又 はイ に定 める 額を 合算し

た額 を加算した額

るか どう かの 基準 が， 省令

第１ 条第 １癢第１ 万口 に定

める 基準 （次 珮．，第 ８２

項， 第８ ３項 ，第 ８６ 項八
－

び第 ８７ 項に おい て「 モデ

ル建 物法 」と いう ｏ） によ

ると き　 售該建築物の 床・

積の合計が

３０ ０　 ｎｌ 未満 のとき

８１ ，０００　ＦＩ

３００㎡以上 １， ０００　ｒｌ？未満

のと き　 １０ ３， ０００　Ｆ］

１， ０００㎡ 以上 ２， ０００㎡未

満の とき　 １３ ６， ０００　Ｆ９

２， ０００逗孤上 ５， ０００㎡未

満の とき　 ２２ １， ０００　Ｆｊ

５， ０００㎡以上 １０ ，０００㎡

未満のと き　 ２８８， ０００　Ｆｊ

１０，０００ ㎡以上２５， ０００㎡

未満 のと き　 ３４ ６， ０００　Ｆｊ

２５，０００ ㎡以 上の とき

４０６， ０００Ｆｊ

ェ　略

（３ ）　 ｔ築ぶ準ＭＷ祖ｔ・台審‾虹を■ける

よう 申し 出る 場合 にあ つて は， （１）

又は （２ ）に 規定する 額に ，第 ７６項

の（ ３） のア 又は イに 掲げ る区分に応

じ， 当あ、ア 及は イに ｔめ る額 を合算し

た額 を加 算し た額

７９　 都市のｔ炭素化の
－

ｔ進に関する法律第５

５条第１ 琢、の規定に基

づく 低炭 素建築物新築

等計画の 変更 の認 定の

申請に対する審査

低炭 素建 築４加

新築 等計 画変

更認定申 請手

数料

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 ４集ま準 関イ鼻規 ｔ追翕審ｔをまける

よう 申し 出る 場合にあ って は， （１）

又は （２ ）に 規定する 額に ，第 ７　６癢

の（ ４） のア 又は イに 掲げ る区分に応

じ， 肖該ア又はイ に定める額を合算し

た額 を加算し た額

８０　 都市の低炭素イヒの
－

ｔまに関する 缶律第５

５条第１ 癢の規ｔにぶ

づく 低炭素建築物新築

等計画の変更の認定の

申請 に対する 審を

低炭 素建 築物

新築 等計 画変

更認 定申 請手

数料

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 ４築 Ｊｉ 準ＭＷ４定連台審 ををまける

よう 申し ｉる 場合 にあ つて は， （１）

又は （２ ）に規定する額に，第 ７６ 琢、

の（ ３） のア 又は イに 掲げ る区分に応

じ， 屶、夥、ア又はイ にｔめる額ｉを合算し

た額 を加 算し た額

８０　略 略 略 ８１　略 略 略

８１　 ４築物の エネ ルギ
ー

－ｉ肖費性能の向上に関

するま律第１ ２条第１

４又は第 １３ 条第２癢

建築 物エ ネル

ギ一羝費 ４生能

確ｆｉ計画の建

築物 エネ ルギ

（１ ）　 やｊ 定に ｛来 る建築物 （鬯．宅 な夕１ヽ の部分

にほ る。 １ヌ 下こ の癢、次項八 び第 ８６
－

項に おい て同 じｏ ）の 万１ 途が 工場 ，危
－

険物 の貯蔵若 しく はむＳに 供す るも

８２　 建築物の エネ ルギ
ー

一？肖費 ｔ生鼈の 『白］上 に関

する 也律第１ ２条第１

項又 は第 １３ 条第 ２項

建築 物エ ネル

ギー ？肖 費性能

確保 計画 の建

築物 エネ ルギ

（１ ）　 幤』 定に ｛奈 る・ 築物 （住もひ、夕｜ヽ の部み

にほ る。 な下 この項， 次項Ｒび第８７

項に おい て回 じ。 ）の ｍ途 が工場，危
一

険物 の貯蔵若 しく は処 をに 供す るも
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の規ｔに基づく建築物

エネルギー消 費ｔ生き確

保計画の 建築物エ ネル

ギー 消費 ｔ生能適合性判

定

－ｍ 費ｔ生能適

合性 判定 手数

料

の， 水兔物の増殖場若 しく は養殖４，

倉庫，卸売市場又は大葬場おし くはと

畜場，汚物処ミ場，ごみ焼却場その他

の処ミ施設（け下この項， 次暘攷び第
四Ｘ

８６ 項において「工場等」 とい う。）

である場合にあっ ては，次のア又はイ

に掲 げる 区黛に応 じ， 当、該ア 又は イに

定め る額

ア・ イ　略

（２ ）　略

の規 定に 基づ くせ築物

エネ ルギーｍ 費ｔ生能確

保計画の建築物エ ネル

ギー ？肖 費性能適合ｔ生判

定

－羝費ｔ生鼈適

合性 判定 手数

料

の， 水ｔ物の 増殖蘓若 しく は養 殖場，

倉庫 ，卸 売市場又 は大葬４若し くはと

畜場，汚物処ミ場 ，ごみ焼却場その他

の処 Ｊｌ施設 （ひ 下こ の項 ，次項八 び第
一

８７ 項において「工場等」 とい うｏ）
－

であ る場合に あつ ては ，次 のア 又はイ

に掲 げる 区分 に応 じ， ち該 ア又 はイに

定め る額

ア・ イ　略

（２ ）　略
８２　略 略 略 ８３　略 略 略

８３　 ４築物のエネルギ
ー

一消 費性・の ［ｆｉ］ 上に関

する 伍律第３ ４条第１

癢の規定にまづく 朧築

物エネルギー消費性能

孰上計画の認定の 申請

に対する 審査

ほ築 物エ ネル

ギづ肖費 ｔ生能

向上 計画 認定

申請手数料

（１ ）・ （２ ）　む

（３ ）　 法第 ３４ 条第 ３項各号に掲げる事項

のＥ載が ないせ築物エ ネル ギー 消費 ｆ生

能鸚上計画で あっ て， 建築基準 関吸、規

定適 合審 まを 受け るよ う申 しｍ る場合

にあ って は， （１ ）及は（ ２） に規定

する 額に ，第 ７　６Ｊミ回 の（ ４） のア 又は

イに掲げる区分に応じ，萢該ア又はイ

に定 める 額を 合算 した 額を加算 した額

（４ ）　略

８４　 ｔ築物のエネ ルギ
一一－

一消 戮ち．能 の『氛上 に関

する 伍律第３ ４条第１

項の 規定 に基 づく 隻築

物エネルギー消費ｔ生ｔ

向上計画の認定の 申請

に対する 審ま

建築 物エ ネル

ギー 消費 せ能

向上計画混定

申請手数料

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 缶第 ３４ 条第 ３Ｊミ回 各倚に掲 げる 事叛

の記載が ないｔ築物エ ネル ギー 消費 ｔ生

能『氛上計画 であ って ，せ築基準関係規

ｔ適合審 をを 侫ニける よう 申し ｍる 場包

にあ って は， （１ ）又 は（ ２） に規定

する 額に，第 ７６ 項の （３ ）の ア又は

イに 掲げ る区分に応じ ，肖 該ア ズはイ

に定 める 額を 合算 した 額を加算 した額

（４ ）　略

８４　 せ築物のエネ ルギ
ー－

一消費性能の 『；ｉ］ 上に関

する 缶律第３ ６条 第１

癢の 規定 にぷ づく 建築

物エ ネル ギー 消費 ４生能

『氛上計画の変更の認定

の申 請に 対す る審を

せ築 物エ ネル

ギづ肖費 性能

向上 計画 変更

認定 申請 手数

料

（１ ）・ （２ ）　脣

（３ ）　 缶第 ３４ 条第 ３項 各号 に掲 げる 事項

のＲ載がないせ染物エネルギー消費ｔ生

能鸚上計 画に 係る 変更 であ って ，せ染

・準 ＭＷ規ｔ適合審査 を・ ける よう申

しｍ る場 合に あっ ては ，（ １） 又は

（２ ）に葭定する順に，第 ７６ 項の

（４ ）の ア又 はイ に掲 げる 区分 に応

じノき該ア又はイ に定める額を合算し

た順を加算した額 （回項をそに掲げる

事項 のＥ 載の 造加 を伴 う場 合をほ

く。）

（４ ）　 缶第 ３４ 条第 ３項各号 に掲 げる 事項

の記 載が ないせ築物エ ネル ギー 消費を

能ゆ］上 計画 にＷ る変 ぞで あっ て， 回項

各篶に掲げる事４のＥ載の追加を伴う

場合 にあ って は， 変だ の申 請にＲる嵬

染物 につ き， 次の ア又 はイ に掲 げる ［Ｘ

分に 応じ に胞該ア 又は イに 定め る額を

それぞれ加算 した額

８５　 建築物のエネルギ
ー

－ｉ肖費 ｔ生能の 『氛上に関

する 法律第３ ・６ 条第１

項の規定に基づく ４築

物エネルギー消費性能

『；ｉ］ 上計画の変更の認定

の申 請に 対す る審を

４築 物エ ネル

ギー 消費 申生・

『氛上計 画変更

懾定 申請手数

料

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 法第 ３４ 条第 ３項各号に掲げる 事癢

のミ載が ない朧葵物エ ネル ギー ｍ脊ト生

能向上計画に係る 変更であ って ，建築

・準 関イ京規定適合審 査を ■け るよ う申

し出 る場合に あっ ては ，（ １） フ、は

（２ ）に藐定する順に，第 ７６ 項の

（３ ）のア又はイ に掲げる 区分に応

じ、 售該 ア叉はイ に定 める 順を 合算し

た順 を加 算し た順 （回 項各 考に 掲げる

事項の笆載の追加 を伴 う場合を除
く。）

（４ ）　 法第 ３４ 条第 ３項 各号 に掲 げる 事項

の耻纖がないせ染物エネルギー消費ｔ生

能『氛上敖蕎にＷる変戛．であって，回項

各昜に掲げる 事躅、の記載の追加を伴う

場合にあっては， 変１だの申請に係る建

染物につき， 次のア又はイ に掲げる ［Ｘ

分に 応じ ，肖 該ア 又は イに 定め る額を

それぞれ加算 した額
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８５ ・８ ６　略

備考　９

略

（５）

略

ア　略

イ　 ま第 ３４ 条第 ３　ＪＥａの他のＭ！

一の ａ築 物に つき 第８ ３：

（１ ）又は（ ２） に規定す る額
－

法第 ３４ 条第 ３項 各号 に掲 げる 事項

のＥ載がある嵬築物エネルギー消費性

能自］上計画にＷる変‾黶，であっ て， 変だ

の申 請に イ鼻る・ 築物 につ き， 次の アか

らウ まで に掲 げる Ｋ分 に応 じ， 肖該ア

から ウまでに定める額をそれぞれ加算

した額

ア・ イ　略

ウ　 羝第 ３４ 条第 ３項 の他 の建 築物

（追 加に 係る もの に℡ る。 ）　一

のせ築物 につき

又は （２ ）に 規定する額

８６ ・８７

備考　略

略 略

（５）

略

ア　略

イ　 羝第 ３４ 条第 ３Ｊミａの他の嵬築物

一の 建築物に つき 前項 の（ １）又

は（ ２） に規定す る額

伍第 ３４ 条第３瑕各そに掲げる事癢

のＥ載が ある せ築物エ ネル ギー消費 ｔ生

能『氛上計画 に係 る変 更で あっ て， 変更

の申請に係る建築物につき，次のアか

らウ まで に掲 げる ［Ｘ分に応じ ，肖 該ア

から ウま でに 定め る額 をそ れぞれ加算

した額

ア・ イ　略

ウ　 法第 ３４ 条第 ３項 の他 の建 築物

（追加に係る もの にｍ るｏ ）　一

のほ築物 につ き前癢の （１ ）又は
ー

（２ ）に規定する額


